
肥育牛基盤維持緊急対策事業

宮崎県内の和牛肥育農家の皆様へ

経営改善に取り組む和牛肥育農家等の皆様に

奨励金5千円を交付します！

支援内容

お問い合わせ先

最寄りの西臼杵支庁又は各農林振興局
の畜産担当へお問い合わせください！
中 部 農 林 振 興 局
南 那 珂 農 林 振 興 局
北 諸 県 農 林 振 興 局
西 諸 県 農 林 振 興 局
児 湯 農 林 振 興 局
東 臼 杵 農 林 振 興 局
西 臼 杵 支 庁

導入した和牛肥育素牛１頭につき

事業期間：令和８年４月１日～令和９年２月２８日

対 象 牛：事業期間内に県内の家畜市場を経由して導入した肥育素牛
   ※県内の家畜市場を経由していれば、一貫経営の自家保留も対象となります

対 象 者：牛マルキン制度の加入者で、下記の経営改善に資する
メニュー３つ以上に取り組む、和牛肥育を行っている生産者

    ※取組メニュー
  ・肥育期間の短縮（超音波を使った肉質分析等）
・飼料効率の改善（飼料分析に基づく給与設計等）

  ・事故防止（ビタミンAの投与等） ・疾病対策（削蹄、ワクチン投与等）
  ・畜舎環境の改善（温湿度の管理等）・経営改善（経営診断の実施等）

：0985-26-7280
：0987-23-4313
：0986-23-4509
：0984-23-3166
：0983-22-1365
：0982-32-6136
：0982-72-2108

注意！

本事業は“和牛肥育素牛”に対して
奨励金を交付するものです。和牛肥育
素牛ではない（繁殖雌牛の更新等）と
後に判明した場合は、奨励金をご返還
いただきますので、ご留意ください。

この補助金は、国の「物価高騰対応重点支
援地方創生臨時交付金」を活用しています。
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